
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度 業 報 告 書

:比農」日:当輩型軌法人2_=_22■Σ :左_上二重三二__

1 事業の成果

町田市フォトサロンの管理運営を通じて、障がい者の自立に向けての訓練を行った。

写真展、撮影会、青写真講座ほかを実施、市民の写真文化の発展、撮影技術の向上に寄与した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【33,459】 千円)

だ訳 に記 載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

支盃
対象者
範1囲

支盃
対象者
人数

事業費
(千 円)

文化施設の
管理運営

展示計画に基づき、企画展
を開催。

写真愛好家・団体の作品展
開催のため、展示室の貸出、
準備から開催、終了まで協
力、支援を行う。

随時

町田市

フォ ト

サロン

21名
町田市フ

ォ トサ ロ

ン利用者

36.071
名

10,549

展示会、講演会
等による芸術。
文化 の普及活
動

写真の初
る撮影会
く写真に
つ。

心者
を企
興味

から
画・
を持

参加でき
開催。広
ってもら

5月 21日

他全 6回

町田市

フォ ト

サロン他

19名
町田市及

び近隣住

民

91名 838

芸術・文化に関
する、研究、情
報提供事業

展示関連の広報物を製作、
来館者、近隣の施設、協力
団体に配布、活動の告知を
行 う。

随時

町田市

フォ ト

サロン

21名
町田市及

び近隣住

民

町田市民
他

649

障害者総合 支
援 法 に基づ く
障害福祉 サー
ビス

施設の利用者が、町田市フ
ォ トサロンの展示準備、清
掃などの管理運営を行 う。
作業所において、 ミュージ
アムグッズの製作を行 う。

随時

町田市

フォ ト

サロン、

ワーーク

ショップ

七国山

8名
施設利用

者
15名 21,423



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和 4年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が上二生場合)

ワークショプハーモニー
」自イヽア :F■

222,

受取寄附金
施設等受入評価益

26,283,

10,675,

授産事業収益
施設利用料事業収益
企画参加事業収益
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会議費

用

旅費交通費
施設等評価費

管理運営費
企画事業費

用費
費

酬
当
付
生

報
手
給
厚

員
料
職
利

役
給
退
福

費
費

費
熱
搬

品
光
運

耗
道
信

消
水
通
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

給料手当
管理人件費

役務費
委託料
通所者交通費

141,

173,

123,

1,588,

5,

10,191

0

69,

65,

43,

2_119_89



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人ワークショップハーモニー

金   額 小 計・ 合 計

現金預金
未収金

棚卸資産

1

車両運搬具
什器備品

2
ソフ トウェア
借地権

定期預金

長期貸付金

35,292,638
458,500

35.751_138 35,751.13

2

0

9,009,123

9.009.120
9.009.125 9.009.11

【A】 資 産 合 計 ①+② 44,760,263

1

未払金

預 り金
前受金

長期借入金
退職給付引当金

3,810,283
210,258
217,560

4.238.101 4.238。 10・

4.238,101 4.238.101

38,402,26e
2.119,89

40.522.1

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 44,760,263
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令和 4 年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 ワークショップハーモニー

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 によっています。

(1)棚 卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(2)固 定資産の減価償却の方法
定額法によつている。

(3)引 当金の計上基準
・ 退職給付引当金

該当なし

・ 引当金

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5)消 費税等の会計処理
税込み方式によつている

2.事 業別損益の状況

芸術文
化普及事業 情報提供事業

障がい者 自
立支援事業

事業部門計 管理部門 合計科 目
文化施設管
理運営事業

88,000
101,500

22,875,183
1,875,540

222.825

88,000
101,500

33,550,183
1,875,540

222.825

3,408,670

88,000
101,500

36,958,853
1,875,540

222.825

10,675,000

10.675.00( 25.163.048 35。 838.048 3.408.670 39.246.718

7,348,130 837,920 18,222,846

3,073,259

26,408,896
0

0

3,073,259
0

420,000

41,948

26,828,896
0

0

3,115,207

7.348.130 837.920 21.296.105 29。 482.155 461,948 29,944,103
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648,698

126,576

3.975。 790 3.206.926 7.182.7163,200,516 648,698 126,57
10_548_646 887.920 648.698 21.422.681 33.457.945 3.668.874 37.126.819

126_354 /ヽ  837.920 A 648.698 3.740.367 2.380.103 △ 260.204 2.119.899

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

人件費計
(2)そ の他経費

施設管理運営費
維持管理費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費
事業費用
その他経費計

経常費用計
当期経常増減額

内容 金 額 算定方法

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳



4 使途等が制約 された寄附金等の内訳
該当なし

5.固 定資産の増減内訳

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者 との取引の内容
該当なし

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項

事業費と管理費の按分方法

直接配賦によっている。

その他の事業に係る資産の状況

該当なし

７
，

8

内容| 当期増加額 当期減少額 備 考

合計

期首取得価額 取 得 減 少 期末取得価額 減価償却累計額

2,593,723 2,593,723 2,593,721

2593723 2598723 2598721

車両運搬具
什器備品

その他の資産

固定資産

敷金

科 目 当期借入 当期返済 期末残高

合計

科 目

計算書類に

計上 された
金額

内、役員と
の取引

内、近親者
及び支配法
人たの取弓|

(活動計算書)

活動計算書計
(貸借対照表)

貸借対照表計



書式第 17号 (法第 28条関係 ) 事 業 報 告 用

令和 4年度 財産目録
令和 5年  3月 31日現在

金  額 ′:ヽ    1 合   計

現金預金
手元現金
銀行普通預金

420,

販売用寄附物品

332,181
34,960,

未収入金
前払金

パ ソコン

バ

定期預金
設備積立金
任意積立金

事業用車両

ソフ トウェア
オペ レーションシステム

文書編集 ソフ ト

自動車 セレナ

9_009_123

_」ロロロ

【A】 資 産 合 計 ①+② 44,760,26(

210,258
217,560

未払金
3月 分給与
2.3月 分社会保険料
施設電気料金等

源泉徴収税
前受金 展示室利用料

1'■ 11F■ il

長期借入金
銀行借入金

【l

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 4,238,101 4,238,101 4,238,101

40,522,16`【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

轄 中 」L堂乗::活 動 法 人リー ウ I a v 7rr-+=-

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れて ください。)

口以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

口各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏   名

1

埋呈ラル監事
スザキノブタカ 4年

6年

4月 1日

31日3月

年  月  日

年  月  日須崎信孝

2

Ч聖ジ・監事
セキグチヒデオ 4年

6年

4月 1日

31日3月

年

年

月

月

日

日関日英男

3

Q聖ジ・監事
アサノヤスノ 4年

6年

4月 1日

31日3月

年  月  日

年  月  日浅野泰作

■
４

Ч聖ジ・監事 )r-frV<tY 4年

6年

4月 1日

31日3月

年  月 日

日年 月叶内昌志

Ｅ
０

Ч聖ジ・監事
タニグチツヤコ 4年

6年

4月 1日

31日3月

年  月  日

年  月  日谷口艶子

′
０

理事 瞳ヽジ
キムラカツノ 4年

6年

4月 1日

31日3月

年  月  日

年  月  日木村克典

ワ
ー

理事 。監事
年  月  日

年  月  日

年  月 日

日年  月

０
０ 理事 。監事

年  月  日

年  月  日

年  月 日

日年 月

9 理事 。監事

年  月  日

年  月  日

年  月  日

年  月  日

10 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年 月

月

日

日年



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法

氏   名

1 須崎信孝

2 関日英男

3 峯岸亮一

4 根本巳枝古

5 山形谷淳

6 宮本宇太郎

7 竹迫陽子

8 太田由紀子

9 國吉真紀子

10 福田ひろみ

11

12


